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公 告

　　　公　告
　○土地改良区の役員の退任及び就任の届出（秋田地域振興局農林部）…………………………………………………１
　　　公安委員会告示
　○猟銃等講習会（初心者）の開催（７８・生活環境課）…………………………………………………………………１

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、男鹿市福川土地改良区から次のとおり役員の退任
及び就任の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年８月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　退任理事の住所及び氏名
　　男鹿市福川字福川33番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　孫　城
　　〃　　〃　字竪石26番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　丈　美
　　〃　　〃　〃　　18番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　光　雄
　　〃　　〃　字福川57番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　栄　行
　　〃　　〃　字起上ケ105番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船　橋　金　弘
２　就任理事の住所及び氏名
　　男鹿市福川字竪石18番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　光　雄
　　〃　　〃　字福川33番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　孫　城
　　〃　　〃　字起上ケ88番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　　　茂
　　〃　　〃　字福川67番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船　橋　　　渉
　　〃　　〃　〃　　23番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　玉　　　満
　　〃　　〃　字竪石26番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　丈　美
　　〃　　〃　字福川36番地の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　一　雄
３　退任監事の住所及び氏名
　　男鹿市福川字福川58番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　富　男
　　〃　　〃　〃　　４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　定　則
４　就任監事の住所及び氏名
　　男鹿市福川字福川31番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　勇　功
　　〃　　〃　字起上ケ115番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉　田　勇　進

秋田県公安委員会告示第78号
　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の３第１項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講
習会を実施するので、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第17条第２項の規定に基づき、公表す
る。
　　平成23年８月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　芳　賀　京　子
１　実施年月日
　　平成23年９月21日（水）午前９時から午後４時30分まで
２　実施場所
　　秋田市山王五丁目９番６号　警察共済組合秋田県宿泊所　ふきみ会館
３　講習科目及び講習時間数
　　猟銃及び空気銃の所持に関する法令並びに猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについて５時間実施する。
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４　受講定員
　　40人
５　受講申込みに必要な書類
　⑴　受講申込書　２通
　⑵　写真　２枚
　　　写真は、受講申込書を提出する前６か月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真で大きさが３センチメートル四方

のものとする。
　　　なお、郵送による申込みは、受け付けない。
６　受講申込み等
　⑴　申込用紙の交付
　　　各受付場所において交付する。
　⑵　受付期間
　　　日曜日及び土曜日を除き、平成23年８月16日（火）から同年９月15日（木）までの午前８時30分から午後５時ま

で。ただし、定員40人で締め切る。
　⑶　受付場所
　　　住所地を管轄する県内の各警察署
７　講習手数料
　　6,800円
　　受講申込書を提出する際、秋田県証紙により納付すること。
８　その他
　⑴　講習終了後考査を行い、講習に係る事項を修得したと認められる者に対し、講習修了証明書を交付する。
　⑵　講習について不明の点は、秋田県警察本部生活安全部生活環境課危険物対策係（電話018−863−1111内線3167）

又は県内の各警察署生活安全係（秋田中央警察署にあっては生活環境係）に問い合わせること。
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